
会 議 録  

会 議 の 名 称 平成２１年度 第１回行田市環境審議会  

開 催 日 時  平成２１年 ７月２４日（金）  

   開会：午後 １時３０分・閉会：午後 ３時３５分  

開 催 場 所  行田市教育文化センター みらい 第２学習室  

出席者（委員） 

氏 名 

 米 山 稔 委員   川口元宏  委員   白井裕泰  委員  

 伊東政信  委員   佐藤良明  委員   飯田尚彦  委員  

 永瀬陽一  委員   濵中紀子  委員   関 口 進 委員  

 茂木幸蔵  委員  

欠席者（委員） 

氏 名 

 齋 藤 俊 委員  

事 務 局 
宮﨑環境経済部長 小林環境経済部次長兼環境課長  

倉林主幹     前島主査     田沼主事  

会 議 内 容 

１．行田市環境基本計画第２次実行計画策定方針について 

２．その他  

会 議 資 料 

・行田市環境基本計画第２次実行計画策定方針について  

・行田市環境基本計画（改訂版）  

・行田市環境基本計画第１次実行計画  

・平成２０年度版行田市環境報告書  

そ の 他 必 要 

事 項 

傍聴人なし  



 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

事務局（小林）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（小林）  

 

 

 

宮﨑環境経済部長 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会  

○定刻となりましたので、始めさせていただきます。  

本日は、公私ともにご多忙のところ、行田市環境審議会にご出

席をいただきまして、誠にありがとうございます。  

 はじめに、資料の確認をさせていただきます。  

 「次第」、「行田市環境審議会委員名簿」でございます。  

 また、事前に配布させていただいております「平成２１年度 行

田市環境基本計画第２次実行計画策定方針」、「行田市環境基本計

画（改定版）とその概要版」、「平成２０年度版 行田市環境報告

書」、「行田市環境基本計画 第１次実行計画」でございます。不

足等ございましたら、挙手をお願いいたします。  

それでは、次第に基づき進めさせていただきます。  

本日は、１１人中、１０人のご出席をいただいております。従

いまして本審査会条例第６条第２項の規定により、本審議会は成

立していることを報告させていただきます。  

２．あいさつ  

○次第２．「あいさつ」でございますが、本来であれば市長からあ

いさつを申し上げるべきところでありますが、本日所用のため出

席できませんので、宮﨑環境経済部長からあいさつを申し上げま

す。  

○本日は、公私ともにお忙しいところ本審議会にご出席を賜りま

して、誠にありがとうございます。また、皆様には、環境審議会

委員をお引き受けいただきまして重ねてお礼申し上げます。今回

は委員の委嘱後、はじめての審議会であり、本来、市長がご挨拶

を申し上げるところでございますが、本日、市長は所用により出

席できませんので、私が代理でご挨拶申し上げます。  

さて、行田市環境審議会は、環境の保全に関する基本的事項に

ついての調査及び審議を行う審議会でございます。今日の環境の  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（小林）  

 

 

 

 

 

事務局（小林）  

 

 

各委員  

 

事務局（小林）  

 

 

 

 

 

事務局（小林）  

現状は、地球温暖化などの地球規模の問題から暮らしに身近な問

題まで、多種多様な問題に対応していかなければならない情勢で

あります。昨年度は、こうした環境の現状や新たな課題を踏まえ

て、平成１６年３月に策定した環境基本計画の見直しを行い、環

境基本計画の改定版を策定しました。本年度はこの改定に基づい

た実行計画の策定を予定しております。  

この実行計画がより良いものになるよう、委員の皆様のご審議

をよろしくお願いします。  

○ここで、審議会の概要について簡単に説明させていただきます。

本審議会は環境基本法に基づき設置するもので、本市の環境の  

保全に関する基本的事項についての調査及び審議を行っていただ  

くものでございます。委員数は１１人で、任期は２年であり、平  

成２３年４月２６日までとなっております。  

３．委員の自己紹介  

○続きまして、次第３．委員の自己紹介でございます。  

本日は、最初の審議会でございますので、自己紹介をお願いい

たします。  

（各委員自己紹介を行う）  

４．会長、副会長の選出  

○次に、次第４．会長、副会長の選出でございます。  

審議会条例第５条において、審議会に会長及び副会長を置き、

委員の互選によりこれを定めると規定しております。どなたか、

会長、副会長になっていただける方、あるいは、推薦いただける

方がおりましたらお願いいたします。  

（事務局の考えはとの声あり）  

○事務局といたしましては、会長に、前埼玉県環境カウンセラー

協会理事であり、前回の審議会において会長を務めていただきま

した米山委員を、副会長には、テクノ・ホルティ園芸専門学校理  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

 

事務局（小林）  

 

 

 

米山会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（小林）  

 

 

宮﨑環境経済部長 

米山会長  

 

 

事務局（小林）  

 

事務局（小林）  

 

事長兼校長の伊東委員にお願いしたいと考えております。いかが

でしょうか。  

（事務局案で了承との声あり）  

○ご賛同いただきましたので、会長は米山委員、副会長は伊東委

員とさせていただきます。それでは、会長、副会長が決まりまし

たので、それぞれの席に移動をお願いいたします。  

ここで、米山会長からあいさつを頂きたいと存じます。  

○公私ともご多用の中、当審議会にご出席くださいましてありが

とうございます。会長というご指名を受けまして、それほどご期

待に沿うようなお手伝いもできないかと思いますが、今まで全国

や県の中の環境問題などについて関わりを持ってきましたので、

そういった経験が行田市の環境行政の上でお役に立つことができ

れば良いと思います。皆さんのご支援をいただいて、一生懸命会

長を努めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。  

５．行田市環境基本計画第２次実行計画について（諮問）  

○続きまして、次第５．「行田市環境基本計画第２次実行計画につ

いて（諮問）」でありますが、市長より審議会への諮問を預かって

おります。宮﨑環境経済部長から会長にお渡しいたします。  

（諮問書を読み上げる）  

○「行田市環境基本計画第２次実行計画についての諮問」を受け

ましたので、皆さんと一緒に審議したいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。  

○ただいま諮問しました写しを、配布させていただきます。  

６．議事  

○それでは、これより次第６．議事に移ります。  

議事の進行は、審議会設置条例第６条の規定により、米山会長  

にお願いいたします。  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

米山議長  

 

 

 

 

 

 

事務局（倉林）  

米山議長  

 

 

米山議長  

 

 

 

 

 

 

米山議長  

 

米山議長  

 

事務局（前島）  

 

 

 

米山議長  

関口委員  

○それでは、しばらくの間議長を努めさせていただきます。議事

がスムーズに進みますよう委員の皆様のご協力をお願いします。  

はじめに、この会議の公開、非公開についてでございますが、

公開、非公開は附属機関の判断により行うものとされております

ので、本審議会においての公開、非公開を決定する必要がありま

す。いかがいたしましょうか。  

本日は傍聴人の希望はありますか。  

○本日はございません。  

○最近はできるだけ公開するという傾向になっていますので、本

審議会も公開でよろしいでしょうか。  

（異議なしの声あり）  

○それでは、公開ということで進めさせていただきます。  

また、審議したことを議事録として取っておき、公表しており

ます。この議事録の発言者の欄の表記について、以前は「委員」

のみでしたが、昨年、発言者がわからなくなってしまったという

ことがありましたので、本審議会では「○○委員」としたいと思

いますが、いかがでしょうか。  

（異議なしの声あり）  

○それでは、発言者をはっきり表記したいと思います。  

（１）行田市環境基本計画第２次実行計画策定方針について  

○議事の（１）行田市環境基本計画第２次実行計画策定方針につ

いて事務局から説明をお願いします。  

・行田市環境基本計画（改定版）について説明をする。  

・行田市環境基本計画第１次実行計画について説明をする。  

・行田市環境基本計画第２次実行計画策定方針について説明をす

る。  

○ただ今の説明に対して、質問はありますか。  

○環境基本計画改訂版の１４ページの水質で、過去１０年間にお  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

事務局（前島）  

 

 

 

 

関口委員  

 

 

 

 

 

 

事務局（前島）  

関口委員  

 

 

 

 

 

事務局（前島）  

 

 

 

 

米山議長  

永瀬委員  

けるＢＯＤの経年変化の中の最大、平均、最小というのは何です

か。  

○行田市内の新忍川、長野落、北河原用水、荒川左岸幹線用水、

酒巻道水路の上流、中流、下流という５河川１５ヶ所を、年４回

水質検査を行っております。その中の最大値と最小値を最大、最

小として記載しております。また、平均については、全河川の年

間平均値を記載しています。  

○測定について、四季という一つの見方はありますが、河川流量

によると、豊水、平水、低水、渇水の４つにわかれます。通常、

調査はそれに併せて行います。例えば、渇水時に BOD の目標をク

リアしているかというような評価をします。用水など、場所によ

っては、時期的に取りにくいところがあるので、その時期にして

いるのですか。河川流量年間に書いてあることと変えた理由を教

えてください。  

○変えたところというのはどういったところですか。  

○水質というのは量によって大きく変わります。そうすると四季

ではなく、豊水、平水、低水、渇水の４つ時期で評価をするのが

正しいのですが、ここでは四季で行っているということです。流

量の対比ができるような測定を行うという意味を理解した上で、

用水路などの状況を踏まえたやり方をしているのですか。もし、

それでなければ今後改めた方がいいと思います。  

○測定時期は６月、９月、１２月、３月です。６月、９月は用排

水路の流量が多いため、基準を下回るような数字が出てきます。

一方、１２月、３月は用排水路の流れが止まっているような状況

ですので、生活雑排水や浄化槽からの水が入り込むような場所で

すと、それらが大部分を占めてしまいます。  

○皆さん、他にございませんか。  

○確認ですが、平成１６年３月の行田市環境基本計画に対して、  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

 

事務局（前島）  

永瀬委員  

事務局（前島）  

 

米山議長  

 

事務局（前島）  

米山議長  

 

事務局（前島）  

米山議長  

 

事務局（小林）  

 

 

米山議長  

 

事務局（宮﨑）  

 

 

 

事務局（前島）  

 

 

第１次実行計画、平成２１年３月行田市環境基本計画改定版に対

して、今回の第２次実行計画を決めるということでよろしいです

か。  

○そのとおりです。  

○基本計画だけでは不足なのでしょうか。  

○実行計画は基本計画をより実行的、具体的にするため、細かい

目標や指標を策定していくものです。  

○先ほどの説明の「行田市の概況」の地理的条件の中で、海抜２

０ｍに位置するとありましたが、どの辺りですか。  

○申し訳ありませんが、手元に資料がありません。  

○山口県で豪雨の災害がありましたが、行田は風水害がほとんど

ありませんね。  

○昭和４１年頃に大きな災害があったと記憶しています。  

○今は利根川の堤防もしっかりしているでしょうけど、水害の心

配はないのですか。  

○利根川右岸について、首都圏氾濫区域堤防強化対策として、行

田市は第２期区間計画の中で堤防強化の予定がございます。しか

し、国の予算等の関係で、まだ実行されておりません。  

○一般的には、行田の風水害についての心配をしていないように

感じます。  

○実際には利根川も洪水の恐れはあります。そのために、申し上

げたような形で堤防を強化していく計画があります。一例ですが、

羽生市の道の駅付近については工事が終了し、大きく頑丈な堤防

となっております。  

○同様に荒川も堤防を強化する計画があります。また、川とは別

に、最近ゲリラ豪雨というのが新聞やテレビを賑わしていますが、

その対策として、ポンプ場を設置しているような状況でございま

す。急激な雨に対して、下水又は河川が一杯になると、水がたま  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

濵中委員  

 

事務局（前島）  

米山議長  

事務局（前島）  

米山議長  

事務局（前島）  

米山議長  

 

事務局（前島）  

 

 

飯田委員  

 

 

 

 

 

 

事務局（前島）  

 

 

飯田委員  

 

事務局（小林）  

 

ってしまいますので、強制的に排水するようなポンプを市内に設

置しております。  

○以前、佐間から駅前まで水浸しになったことがありましたが、

それはポンプで対策済みということですか。  

○行田市駅南口付近も改修済みです。  

○市役所は海抜何ｍなのですか。  

○申し訳ありませんが、手元に資料がありません。  

○次の機会にお願いします。  

○わかりました。  

○先ほど、人口が減っているとありましたが、南河原村と合併し

ても減っているのですか。  

○合併で一時的に増えましたが、それ以外は緩やかに減少してい

るような状況です。一方、世帯数自体は逆に増えており、核家族

化が進行しております。  

○第１次実行計画の３８ページの「緑道の整備量」について、平

成１５年は０．９６㎡／人で、２７年までに２．４㎡／人という

目標を掲げていますが、平成２０年度版行田市環境報告書では検

討中になっています。また、環境基本計画改訂版の５３ページの

基本方針「環境に配慮した景観の創造」の「緑道の拡大」では早

期に丸がついていますが、緑道について具体的な計画はあります

か。  

○行田市役所から総合公園までの「かすが緑道」という具体的な

計画はございます。財政上の関係でなかなか先に進まないような

状況ですので、検討中という記載がされております。  

○その検討されている案件が達成できれば、このページは達成と

いうことですか。  

○そのとおりです。しかし、計画はありますが、今のところ先行

きが見えない状況です。  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

飯田委員  

 

事務局（小林）  

 

 

 

 

伊東副会長  

 

 

 

 

事務局（前島）  

 

 

伊東副会長  

 

 

 

事務局（前島）  

 

永瀬委員  

事務局（前島）  

 

永瀬委員  

 

事務局（前島）  

米山議長  

○そうなると、このまま何年も検討ということになりますね。方

針を変えるとか考えていますか。  

○第２次実行計画の策定を進める中で、課長職で構成する推進委

員会で目標値を検討します。計画があっても、実行性がないなら

ば、実行計画に挙げても意味がありませんので、推進委員会や各

担当課で内容を検討し、第２次実行計画の素案を作成します。皆

さんには、その素案の検討をお願いすることになります。  

○平成２０年度行田市環境報告書に掲載されているのは１９年度

までです。今回新しく実行計画を作成しようとしておりますが、

２０年度末時点の状況は今後、示してもらえますか。例えば、２

０年度末までに達成しているはずのものを、計画に載せてしまう

こともあると思います。  

○平成２０年度版行田市環境報告書は、平成１９年度分を平成２

０年度の１年間で取りまとめて作成しました。環境報告書は１年

遅れで作成しているような状況です。  

○通常ですと、事業が終わったら、２～３ヶ月以内には実績を出

して、それを基にして、新たな事業を検討すると思いますが、平

成２０年度分がないまま、新たに進めていってしまうことに疑問

に感じます。  

○すぐ作成できれば、それも検討の材料にできるのですが、報告

書がすぐにはできない状況です。  

○データが集まらないのですか。  

○各課からデータ情報を徴収し、実際の状況を取りまとめるのに、

時間がかかってしまいます。  

○企業が県や国に昨年度の報告するのが６月末頃です。行政側も

それくらいのスピードでやっていただきたい。  

○そうですね。スピード化を図りたいと思います。  

○前年度の委員の中からもありましたが、確かに少し時期がずれ  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

伊東副会長  

 

事務局（前島）  

米山議長  

 

事務局（前島）  

 

 

米山議長  

事務局（倉林）  

飯田委員  

 

 

 

事務局（前島）  

飯田委員  

 

 

 

事務局（前島）  

 

 

 

 

飯田委員  

事務局（前島）  

ている状況ですね。  

○行田市として市民の方へ出すのであれば、もう少し早くできる

ような工夫をした方がいいと思います。  

○そのようにしたいと思います。  

○この環境基本計画改定版は、市民全員に配ることはできません

か。  

○環境基本計画改訂版は部数に限りがございますので、行田市役

所や学校に置いてあります。また、早急に行田市のホームページ

に載せたいと思います。  

○公民館には置いてないのですか。  

○縦覧という形で各公民館に置いてあります。  

○環境に関する冊子なので、何も印刷されていないページや下の

方に空間が空いている部分が気になります。ページが減れば、コ

ストダウンになり、環境面にも良いと思いますので、配慮した方

が良いと思います。  

○今後、配慮していきます。  

○平成２０年度版行田市環境報告書の１３ページの「地球温暖化

防止に向けて」の中の温室効果ガスの削減状況について、目標が

４％以上削減、平成１９年度末実績が１．５％増になっています。

これに対する具体的な対策は改訂版の方に載せてありますか。  

○行田市役所も一企業という扱いで、地球温暖化対策実行計画を

別に策定しています。これには、細かい温度設定や施設を改修す

る場合は省エネ型の施設にするなどの施策を打ち出しています。

しかし、市役所の業務が増えている中で、削減が大変厳しい状況

のため、実績が１．５％増という結果が出ております。  

○改善の対策はありますか。  

○現在、更なる対策が頭打ちの状況でございます。省エネ設備の

推進となると財政的な負担がかかるため、少しずつ計画的に行っ  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

飯田委員  

 

事務局（倉林）  

 

 

関口委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山議長  

関口委員  

 

 

 

 

 

事務局（倉林）  

佐藤委員  

ていく形になります。また、次世代自動車の導入も少しずつです

が、進んでおります。  

○この部屋の空調はだいぶ低い温度に設定しているようですの

で、まだできる部分があると思います。  

○夏は２８℃の設定になっております。また、先ほど話に出まし

たが、老朽化した機器の更新も考えておりますが、財政的な問題

もあり、遅れているのが現状でございます。  

○文言を変えた方がいいと思います。行田市環境基本計画改定版

の３０ページ、基本目標の「Ⅱ 大気・水・土が安全で公害のな

いまちをつくる」という部分ですが、最近は公害という言葉はあ

まり使われていません。変えられるのであれば、「安全で安心して

暮らせるまち」がいいと思います。また、７５ページの低公害車

は、最近ではエコカーです。  

また、「騒音をなるべく抑えるような自動車運転を心がけましょ

う」とありますが、電気自動車が目の不自由な人たちにとっては、

静か過ぎて逆に危険という話を聞きました。騒音を抑えること自

体は正しいことですが、これからの課題としては音の問題だけで

はなく、安全と安心ということがキーワードになると思います。  

○それにも配慮していただきたいと思います。  

○単に数字だけを守っているというのはどうかと思います。聞い

たところによると、ある企業の施設では、外気温２５度、設定温

度２８度の時は自動的に暖房になるそうです。これでは省エネの

意味がありません。確かに夏は涼しい方が能率は上がりますが、

換気をするなど、自然のものでできるところはやっていくことが、

必要という気がします。  

○あくまで温度は目安として設定しています。  

○今年の３月に埼玉県で地球温暖化対策推進条例ができましたが

今後検討していくうえで、この条例に関することも加える必要が  

 

 10



 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

事務局（前島）  

関口委員  

事務局（倉林）  

関口委員  

 

 

永瀬委員  

 

 

事務局（前島）  

 

永瀬委員  

事務局（前島）  

 

 

 

 

 

 

関口委員  

米山議長  

 

 

米山議長  

事務局（前島）  

米山議長  

あると思います。特に、自動車関係の温室効果ガスの削減があり

ますので、是非検討の中に含めていただきたいと思います。  

○検討の中に含めたいと思います。  

○行田市はチームマイナス６％に参加されていますか。  

○参加していません。  

○私は参加していて、メールがたくさん来ます。それを読んでい

ると、こんなこともやらなくてはいけないなと思うことがありま

す。  

○環境基本計画改定版の１６ページの地盤の変動量の推移につい

て、グラフが変動していますが、地盤は上がったり下がったりす

るものなのですか。  

○１８年度は下がらず、１９年度は４ｍｍ下がったというように、

下がらなかった年もあれば、下がった年もあるということです。  

○地下水の取水は影響していますか。  

○地盤沈下が大きく取り上げられていた頃は、地下水の汲み上げ

が影響していると言われていましたが、現在は地下水に対する対

策等が取られております。地盤が弱いところなどは自然に下がる

こともありますし、行田市はそれほど地盤がしっかりとした台地

の上にはありません。また、行田市より東側は同じような変動率

で下がっております。そのため、一概に水を汲み上げることが、

直接、影響するのではないと推測しているところでございます。  

○地下水と降水量の関係で地盤は変動するようです。  

○議題の行田市環境基本計画第２次実行計画については、これで

よろしいでしょうか。  

（異議なしの声あり）  

○それでは、議題（２）その他について事務局よりお願いします。

○本日は、その他についてはございません。  

○それでは第１回審議会をこれで終了したいと思います。皆さん  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

事務局（小林）  

ご協力ありがとうございました。  

７．閉会  

○米山会長、委員の皆様、長時間にわたりご審議いただきまして、

誠にありがとうございました。  

これをもちまして、平成２１年度 第１回「行田市環境審議会」

を閉会とさせていただきます  

 


